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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

ₒ ⌂ ─ ₓ

 
 
 

 

 
 

 
 

 
26  
26 12 31  

27  
27 12 31  

26  
27 31  

  313,447 347,369 431,477 

  14,108 18,264 20,600 

⌐ ∆╢

 
 10,794 11,580 9,645 

│   15,552 11,343 16,664 

  132,642 144,569 137,385 

  445,555 460,119 457,277 

√╡

 
 19.85 21.29 17.74 

√╡

 
 17.44 18.71 15.59 

  27.1 28.1 26.6 

 

26 10
26 12 31

27 10
27 12 31

√╡ 9.24 8.85 

│ ╩ ⇔≡™╢√╘⁸ ─ ⌂ ─ ⌐≈™≡│ ⇔≡™

⌂™⁹

│ ┘ ⅝─ ≢№╢⁹

₈ ⌐ ∆╢ ₉ 21  25 13 ╩ ⇔⁸

╟╡⁸₈ ₉╩₈ ⌐ ∆╢ ₉≤⇔≡™╢⁹
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⁸

⌐⅔™≡│⁸ ↑⌂≥⅜ ≢№∫√╙──⁸ ↑─ ╛ ⅜ ⌐ ⇔√↓≤⌐

ⅎ⁸Ɽ♁◖fi ↑⁸☻ⱴכ♩ⱨ◊fi ↑⅜ ⇔√↓≤⅛╠⁸ ─ │ ╩ ∫√⁹

─ ⌐╟╡⁸ ─ │ ⌐ ⇔√⅜⁸ ≤⌂╢ ─ ─

⌐╟╡ ⅜ ⇔⁸ ≢│ ⌐ ═ ⇔√⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ≢№╢ ≢⁸ ─ ↑⅜ ≢№∫√╙──⁸♩ꜝ♇◒

↑⅔╟┘ ↑⅜ ⇔⁸ ⅎ≡ ≢─ ⅜ ⌐ ⇔√⁹╕√⁸ ╩│∂╘≤∆╢

╙ ≢⁸ ─ │ ⇔√⁹⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸ ≢│ ─ ─ ⌂≥⌐╟╡

╖≤⌂∫√⁹ 

 ─ ⁸ ─ ⁸ ☿◓ⱷfi♩─ │ ─585 10 ⌐ ═202

97 (34.7%) ─788 ⁸ │ ─26 58 ⅛╠ 95 (26.1%) ─19 63

≤⌂∫√⁹ 

⁸

 ⌐⅔™≡│⁸♩ꜝ♇◒ ≢│⁸ ─ ╩ ↑⁸ ⅔╟┘ ≢♩ꜝ♇◒ ⅜

≢№∫√ ╖≤⌂∫√⁹╕√⁸ ≢│ ↑⅜ ⇔√╙──⁸ ↑⅜ ≢⁸ ≢

│ ╖─ ≤⌂∫√⅜⁸ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ─ ⌐╟╡ ⌐ ═ ⅜

⇔√⁹ 

 ⱤⱠꜟ◦☻♥ⱶ ⌐⅔™≡│⁸ ה ≢│⁸◖fiⱦ♬◄fi☻☻♩▪⌂≥─ ↑─ ⅜

⇔√⅜⁸ ─ ┼─ ─ ╕╡⅛╠⁸ ┼─ ⌂ ⅜ ™√⁹╕√⁸ ─ ⌐

╦∑√ ┼─ ⌂ ⅜ ↄ ⁸ ─ ─ ⅜ ⌐⌂╢⌂≥⁸ ⱤⱠꜟ─ │

ↄ⁸ ╩ ╢ ≤⌂∫√⁹╕√⁸ ⱶכꜟfiכꜞ◒ ⌐⅔™≡╙⁸ ה ↑≢

⅜ ⅎ√╒⅛⁸ ○▬Ᵽה ↑╙ ⇔⁸ │ ⌐ ═ ⅝ↄ ⇔√⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸▪ꜟⱵ ◖fi♦fi◘ ─ ≢⁸ ⌐╟╡◖fi♦fi◘ ╛

─ ─ ⅝⅜ ╠╣⁸ ≤⇔≡ │ ™╙──⁸ ⌐ ═ │ ⇔√⁹ 

 ─ ⁸ ─ ⁸ ☿◓ⱷfi♩─ │ ─979 63 ⌐

═83 79 (8.6%) ─1,063 42 ⁸ │ ─46 25 ⅛╠21 87 (47.3%) ─68

12 ≤⌂∫√⁹ 

⁸

⌐⅔™≡│⁸ꜞ♅►ⱶ▬○fi ⱪ꜠כfi ⅜ ⌐ ═ ⅝ↄ ╩ כꜜ⁸⅛╒√⇔┌

◓ꜟ♩ ─ ▪ꜟⱵ ╛₉☻♃כ꜡ꜟꜘכ♩₈ ↑ ─ ⅜ ⌐ ⇔√⁹╕√⁸▪ꜟⱵ

◖fi♦fi◘ ≢│⁸ ≢№╢ ╛ ⅜ ₁⌐ ╩ ╛⇔≡⅔╡⁸ ─ │

⌐ ═ ⇔√⁹ 

 Ɽ►♄הכⱭכ☻♩ ⌐⅔™≡│⁸ ⌐╟╢ ─ ⁸ ↑ ─ ─ ≢

↑Ɑכ☻♩─ ⅜ ⇔√⅜⁸ ─ ↑⅜ ⇔⁸ ≤⇔≡ ⇔™ ⅜ ™√⁹ 

כꜝכ♁  ⌐⅔™≡│⁸ ─ꜟכꜙ☺⸗ ⅜ ⇔⁸ ─ ⅜ ↄ ⁸Ᵽ♇◒◦כ♩₈♩כꜘ

│₉כꜝכ♁ꜟ ─ ╙№╡ ╩ ⅝ↄ ┌⇔√⁹ ⁸ ▬fi◐₈▪ꜟ♁⁸│₉כꜝכ ⱷכ◌

─≥כ ⌐⅔™≡ ⅜ ™√⅜⁸ ─ ⌐╟╡ ⅜ ╩ ∑≡™╢⁹ 

 ─ ⁸ ─ ⁸ ☿◓ⱷfi♩─ │ ─724 71 ⌐ ═53

43 (7.4%) ─778 14 ⁸ │ ─33 14 ⅛╠27 72 (83.6%) ─60 86

≤⌂∫√⁹
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┘ ─ ∆═⅝

 ⌐⅔™≡⁸ ─ⱪכꜟ◓ ┘ ─ ∆═⅝ ⌐≈™≡⁸ ⌂

│⌂™⁹⌂⅔⁸ │ ┘ ─ ─ ╩ ∆╢ ─ ╡ ⌐ ∆╢ ╩ ╘≡⅔╡⁸∕─

118 ⌐ →╢ │ ─≤⅔╡≢№╢⁹

 

1 ─

 ─ ┘ ─ ─ ╩ ∆╢ ─ ╡ ≤⇔≡│⁸ ╩ ⅎ╢ ─≥כ♄ꜟⱱ◒כ♥☻⌂₁

╩ ⌐ ⇔⁸ ─ └™≡│ ─ ╩ ⌐ ⇔⁸ ↕∑╢ ≢⌂↑╣

┌⌂╠⌂™≤ ⅎ╢⁹

 ⇔√⅜∫≡⁸ │⁸ ─ ⱪכꜟ◓│ ─ ╩ⱪכꜟ◓│ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐╟╢⁸

─ ┘ ─ ─ ╩ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢ ─ ⌂ ╛ ≢№∫≡

╙⁸ ─ └™≡│ ─ ⌐ ∆╢╙─≢№╣┌⁸↓╣╩ ⌐ ∆╢╙─≢│⌂™⁹╕

√⁸ ≤⇔≡ ─ ⌂ ⅜ ╘╠╣≡™╢ ⁸ ─ ⌂ ⌐ ∂≡

╩ ∆╢⅛ ⅛│⁸ ⌐│ ─ ⌐ ⌡╠╣╢═⅝╙─≢№╢⁹

 ⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸ ─ ⌂ ╛ ─ ⌐│⁸∕─ ⅛╠ ≡ └™≡│

─ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩╙√╠∆╙─⁸ ⌐ ─ ╩ ∆╢⅔∕╣─№╢╙─⁸ ─

╛ ⅜ ╛ ─ ⌐≈™≡ ⇔⁸№╢™│ ─ ⅜ ╩ ∆╢√╘

⌐ ⌐ ⌂ ╛ ╩ ⇔⌂™╙─⁸ ⅜ ─ └™≡│ ─

⌐ ╠⇔≡ ⇔ↄ │ ≢№╢╙─⁸ ─ ─ ה ⌐ ꜟⱱ◒כ♥☻⌂

─≥כ♄ ╩ ∆╢ ─№╢╙─⌂≥⁸ ─ └™≡│ ─ ⌐ ↕⌂™╙─╙

⌂ↄ⌂™⁹

 ─ ╩ ╘⁸ ─ └™≡│ ─ ╩ ⌂℮⅔∕╣⅜ ╘╠╣╢ ⌐│⁸

╩ ─ ┘ ─ ─ ╩ ∆╢ ≤⇔≡│ ≢⌂™≤ ∆═⅝≢№╢≤ ⅎ╢⁹

 

2 ─ ⌐ ∆╢ ⌂ ╖

ⱪ│⁸₈▪ꜟⱵ≤▪ꜟⱵכꜟ◓  ─ ╩ ⌐ ↑╢↓≤⌐╟∫≡⁸ ₁─ ╠⇔─ ≤

─ ⌐ ⇔≡™ↄ₉≤™℮ ─╙≤⁸₈▪ꜟⱵ♬►ⱶ₉≤™℮ꜚ♬כ◒≢ ╣√ ╩ ∆

╢ ─ ╩ ∆╢↓≤⌐╟∫≡⁸ ─ ⌐ ╘≡⅝√⁹

─ⱪכꜟ◓  ╩ ⅝⌂ ⌐√≤ⅎ╢≤⁸▪ꜟⱵ♫ה ─ ⅜ ╙ ─ ≤⌂╡⁸ ™≢▪ꜟ

Ⱶ ─ ⅜ ↄ⁹↕╠⌐▪ꜟⱵ╩ ≤⇔≡⁸▪ꜟⱵ ⁸▪ꜟⱵ ⅛╠⁸ ה ⁸

⌂≥─ ⌐ ╢╕≢⁸ ⌂ ⌐⅔™≡ ⇔≡™╢⁹

ⱪ≢│⁸כꜟ◓  ≢№∫√ ╩ ≤⇔≡⁸ ─ ⌐ ↑√ ₁─

╩ ⇔≡⅝√⅜⁸ ─ ╛ ה ─ ⅜ ⅝ↄ ⇔√ ⁸

─ ה ⱪכꜟ◓⅜ ─ ⌐ ╘╢ ⅜ ⅝ↄ⌂╡⁸◓ꜟכⱪ ≤⇔≡

⌐ ⇔⁸ ─ ╩ ╢√╘⌐│⁸ ≤ ─ ╩╟╡ ↕∑√ ┼─ ⅜ ≤

⇔⁸ 24 10 ≢ ⌐╟╢ ⌐╟╡⁸ ⱪכꜟ◓≡⇔≥

╩ ∆╢ ⅜ ↕╣√⁹

 ∕⇔≡⁸ 25 ⌐│ 25 ⅛╠ 27 ╕≢─ יִ ─ √⌂ ↓⁹√⇔♩כ♃☻⅜

─ √⌂ ≢│⁸ ┼─ ⱪכꜟ◓╢╟⌐ ⌐╟∫≡⁸ ─ ╩ ╢

═ↄ⁸ ─ ╩ →≡™╢⁹

 

ᵑ × ⌐╟╢

 ⁸ ⁸ ▪☺▪ ⌐⅔↑╢ ⅜ ⌂ ⅝╩ ∑≡™╢↓≤╩ ╕ⅎ⁸ ─ ⌐

─╖ ╩ ∆╢─≢│⌂ↄ⁸ ה ≤ ─ ╖ ╦∑ ⱴ♩ꜞ◒☻ ⌐╟╡⁸

╩ ∆╢═⅝ⱨ▫כꜟ♪╩ ⇔⁸ ה≥↔ ↔≤─ ╩ ╢⁹

 

ᵒ ה ⱦ☺Ⱡ☻⌐╟╢ ♪ꜝ▬Ᵽכ

 │ ⌂ ─ ⅜ ╘╢ ≢│⌂ↄ⁸ ╩ ╘√ ה ⱦ☺Ⱡ☻╩ ⅎ ⌂ↄ

╖ ⇔≡™ↄ↓≤⅜ ╘╠╣≡™╢⁹

ⱪ≤⇔≡│⁸כꜟ◓  ─ ⌐ ⱪכꜟ◓√∫ ⌐╟╢ ╩↕╠⌐ ה ↕∑⁸

♪ꜝ▬Ᵽכ ╩ ⇔≡™ↄ⁹
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ᵓ 

Ⱶ♫⁸ꜟ▪⁸כꜝכ♁  ⌂≥ ⅜ ─ ≤⌂∫≡™╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⁸

─ ⁸ ⱪכꜟ◓ ≤─ ⌂≥⌐╟╡⁸ ─ ╩ ╢⁹ ⅎ≡⁸ ⱴⱠ☺ⱷfi

♩ ⁸ ─ ⱪכꜟ◓≤⌂ ─ ה ╩ ╢↓≤⌂≥⌐╟╡⁸ ─ ⌐ ┘≈↑≡

™ↄ⁹

ⱪ│⁸כꜟ◓  ─ ⌐ ≠ↄ▪◒◦ꜛfiⱪꜝfi⌐ ⅛≈ ⌐ ╡ ╖⁸ ⱪכꜟ◓╙

≤⌂∫≡⁸ └™≡│ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№╢⁹

 

3 ⌂ ⌐╟╢ ─ ⌐ ∆╢ ╖

 ≢│⁸ 1 ⌐ ═√ ⌐ ╠⇔≡⁸ ⌂ ⌐╟╡ ─ ┘ ─ ─ ⅜

↕╣╢↓≤╩ ∆╢√╘─ ╖≤⇔≡⁸ 25 15 ─ ⌐⅔™≡₈ ─

┼─ ₉ ₈ ⱪꜝfi₉≤™℮⁹ ┼─ ⌐≈⅝ ⌐ ╩ ╘╢↓≤╩

⇔⁸ 25 27 ─ ⌐⅔™≡⁸ ─ ╩ √⁹╕√⁸ │ ⱪꜝfi

┼─ ⌐ ™⁸ ╩ ⇔⁸ ─ ≤⇔≡⁸ ⁸ ┘ ─ ⅜

↕╣⁸ ⇔≡™╢⁹

 ⱪꜝfi─ │ ─≤⅔╡≢№╢⁹

 

ᵑ ⱪꜝfi─ ≤⌂╢ ─

 ⱪꜝfi─ ≤⌂╢ ─ ≤│⁸ ⱪכꜟ◓ ─ ┘∕─ ⁸

│ ╩ ℮ ┘∕─ ─ ╩20 ≤∆╢↓≤╩ ≤∆╢ ─

⁸ │ ≤⇔≡ ─ⱪכꜟ◓ ⅜20 ≤⌂╢ ─ ™∏╣⌐≈™≡╙

⌐ ⅜ ⇔⁸⅛≈ ⇔√╙─╩ ⅝⁸╕√ ⁸ ─ ⌂ ─

╩ ╦⌂™⁹ ⁸⅛⅛╢ ╩₈ ₉≤™™⁸⅛⅛╢ ╩ ℮ ╩₈ ₉

≤™℮⁹ ≤∆╢⁹

 

ᵒ ─

 ⱪꜝfi⌐⅔™≡ ⅜ ⇔√ ╩ ℮ ─ ⌐ ꜟכꜟ╢∆ ₈ ꜟ

℮⁹™≥₉ꜟכ ⅜ ↕╣√⅛ ⅛⁸№╢™│ ⅜ꜟכꜟ ↕╣√ ≢╙⁸

⅜ ─ └™≡│ ─ ╩ ⇔ↄ ⌂℮╙─≢№╢↓≤╩ ≤⇔≡ ╩≤╢⅛ ⅛⌐

≈™≡│⁸ ⅜ ⌂ ╩ ℮⅜⁸ ⱪꜝfi╩ ⌐ ⇔⁸ ⌐╟∫≡ ⌂

⅜⌂↕╣╢↓≤╩ ⇔⁸∕─ ─ ה ╩ ∆╢√╘⁸ ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸

╩ ∆╢⁹ ─ │ ≤⇔⁸ ≢ ⌂ ╩ ≤∆╢√╘⁸ ─

╩ ℮ ⅛╠ ⇔≡™╢ ⁸ │ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢ ─ ⅛╠

⅜ ∆╢⁹ │⁸ ╩ ∆╢⅛ ⅛╩ ∆╢⌐ ∟⁸ ⌐ ⇔

─ ─ ⌐≈™≡ ⇔⁸ │ ─ └™≡│ ─ ─ ─ ⅛╠

⌐≈™≡ ⌐ ה ─℮ⅎ≢⁸ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ⌐№

╢⅛ ⅛⌐≈™≡─ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ │⁸ ─ ╩ ⇔√℮ⅎ≢

─ ⌐≈™≡ ∆╢↓≤≤∆╢⁹ ─ ⌐≈™≡│⁸∕─ ╩ ∆╢↓≤≤∆

╢⁹

 

ᵓ ꜟכꜟ─

 ⅜ ╩ ⅔℮≤∆╢ ⌐│⁸ ⌐ ⌐ꜟכꜟ ℮ ─ ⌂≥⁸

─ ╩ ⇔√ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ │⁸ ╩ ⇔√ ─ ⅛╠

⇔≡10 ⌐⁸ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢ ≤⇔≡ ┼─ ╩ ╘

╢ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐≈™≡ ⇔√ ₈ ꜞ☻♩₉≤™℮⁹ ╩

⇔⁸ ⌐│⁸ ꜞ☻♩─ ⌐ ∫√ ─ ╩ ╘╢⁹

│⁸ ⅜ ⌐ ⇔ ─ ╩ ⇔√ ⁸ ╩ ─╖≤∆╢

⌐╟╢ ─ ─ │ 60 │∕─ ─ ─ │ 90 ─

─╖⌐ ↕╣╢╙─≤∆╢⁹ ⁸ │⁸ ⌐ ∂≡ ⇔√

≢№╢ ─ ╩ ↑⌂⅜╠⁸ ↕╣√ ╩ ⌐ ה ⇔⁸ ⅛╠─

╩ ⇔√℮ⅎ≢⁸ ≤⇔≡─ ╩ ⌐≤╡╕≤╘⁸ ∆╢⁹╕√⁸ ⌐ ∂⁸

≤─ ≢ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡ ∆╢↓≤╛⁸ ≤⇔≡ ┼

╩ ∆╢↓≤╙№╢⁹
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第４【経理の状況】

─ ⌐≈™≡ 

 ─ │⁸₈ ─ ⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ₉ 19

64 ⌐ ≠™≡ ⇔≡™╢⁹ 

 

⌐≈™≡ 

 │⁸ 193 ─ ─ ⌐ ≠⅝⁸ 27 10 ⅛╠

27 12 31 ╕≢ ┘ 27 ⅛╠ 27 12 31 ╕≢ ⌐ ╢

⌐≈™≡⁸ ⌐╟╢ ꜠ⱦꜙכ╩ ↑≡™╢⁹ 
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ₒ ₓ

ₒ ₓ

     

 
 

(  26  
  26 12 31 ) 

 
(  27  
  27 12 31 ) 

 11,830 12,781 

∕─ ─     

∕─  707 715 

Ⱬ♇☺  60 ỏ76 

 2,051 ỏ1,269 

⌐ ╢  86 ỏ143 

⌐ ∆╢  818 ỏ665 

∕─ ─  3,722 ỏ1,438 

 15,552 11,343 

    





☿◓ⱷfi♩

ₒ☿◓ⱷfi♩ ₓ

  з  26   26 12 31

☿◓ⱷfi♩↔≤─





第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 ⌂⇔⁹
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成２８年２月５日

日本軽金属ホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 斉藤 浩史  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 中村 裕輔  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 新居 幹也  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本軽金属ホー

ルディングス株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27

年10月１日から平成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注

記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本軽金属ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成27年12月

31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以 上

 

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

2016/02/05 18:36:26／15150983_日本軽金属ホールディングス株式会社_第３四半期報告書


	表紙
	目次
	中表紙
	第一部【企業情報】
	第１【企業の概況】
	１【主要な経営指標等の推移】
	２【事業の内容】

	第２【事業の状況】
	１【事業等のリスク】 
	２【経営上の重要な契約等】
	３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

	第３【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	（１）【株式の総数等】
	（２）【新株予約権等の状況】
	（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
	（４）【ライツプランの内容】
	（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
	（６）【大株主の状況】 
	（７）【議決権の状況】 

	２【役員の状況】 

	第４【経理の状況】
	１【四半期連結財務諸表】
	（１）【四半期連結貸借対照表】 
	（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
	【四半期連結損益計算書】
	【四半期連結包括利益計算書】


	２【その他】 


	第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
	四半期レビュー報告書



